
  

  

 

 

この改正は、飼養衛生管理基準の遵守を一層徹底することなどが目的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年７月１日に、全ての家畜の所有者の皆さまに、【飼養衛生管理者】の選任が 

義務付けられます。 

 また、飼養衛生管理者を選任していただいたうえ．．． 

飼養衛生管理者の【メーリングリスト】を登録・整備させていただきます。 

★上記いずれも令和２年６月２２日までに家保へご報告ください。 

 

  

 

○飼養衛生管理者の業務 とは 

 衛生管理区域に出入りする者の管理（チェック・指導等） 

 衛生管理区域の従業員への飼養衛生管理基準の周知・教育等 

 国・県から共有される家畜衛生に関する情報を踏まえた対応 

 

○衛生管理区域 とは 

 病原体の侵入やまん延を防止するために衛生的な管理が必要となる区域 

→畜舎やその周辺の飼料タンク、飼料倉庫及び生乳処理室等を含む区域が衛生管理区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

飼養衛生管理者とは衛生管理区域の責任者 

 

衛生管理区域ごとに１人選任 

報告事項 

 

ポイント 

 

異常の通報は飯田家畜保健衛生所へ！ 

電話 ０２６５－５３－０４３９ 

メーリングリスト整備※ 

 

家畜衛生の情報、飼養衛生管理に関する研修会の情報 

疾病発生時に迅速かつ確実に情報をお知らせ 
 

※メールを閲覧できる機器がない場合：ご家族や所属する生産者団体等が管理するメールアドレスを登録 
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長野県飯田家畜保健衛生所 
飯伊家畜畜産物衛生指導協会 
TEL：0265-53-0439､0440 
FAX：0265-53-0441 
E-mail:iidakachiku@pref.nagano.lg.jp 
http://www.pref.nagano.lg.jp/iidakachiku/ 
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家畜伝染病予防法の一部改正法が公布されました 

  

 

 

１頭（羽）でも 

ペット･研究用･動物園でも 

 

 

飼養衛生管理者の次の項目 

 

①氏名、②住所、③電話番号、④メールアドレス、 
⑤管理する農場名と衛生管理区域名、⑥当該衛生管理区域の代表住所 

 

 

 

 

 
メール 

アドレス 

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 
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